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(57)【要約】
【課題】ノート型超音波診断装置を簡単な操作でドッキ
ングステーションに着脱する。
【解決手段】ドッキングステーション上面２０１の平坦
部にノート型超音波診断装置１００を置き、後方に摺動
させて、ノート型超音波診断装置１００の後端を後方凸
部２０１ｂに当接させる。そして、ノート型超音波診断
装置１００のハンドル１０１を倒す。すると、ハンドル
１０１に連動して第２係止部材２がドッキングステーシ
ョン上面２０１の平坦部２０１ａに沿って動き、第１係
止部材１に係止し、ノート型超音波診断装置１００がド
ッキングステーション２００にロックされた状態になる
。
【効果】ノート型超音波診断装置のハンドルを動かすと
いう簡単な操作でノート型超音波診断装置をドッキング
ステーションに着脱でき、操作者の負担を軽減できる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ドッキングステーションに内蔵された係止部材であって且つドッキングステーション上面
の所定位置にノート型超音波診断装置を置くとそれに連動して非係止位置から係止位置へ
動く第１係止部材と、前記ノート型超音波診断装置に内蔵された係止部材であって且つ前
記ドッキングステーション上面の前記所定位置に前記ノート型超音波診断装置を置いた状
態で前記ノート型超音波診断装置のハンドルを立てた状態から倒した状態に動かすと該ハ
ンドルの動きに連動して前記第１係止部材に係止すると共に前記ハンドルを倒した状態か
ら立てた状態に動かすと該ハンドルの動きに連動して前記第１係止部材との係止を解除す
る第２係止部材とを具備したことを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構
。
【請求項２】
請求項１に記載のノート型超音波診断装置のドッキング機構において、前記ドッキングス
テーション上面には、前記ノート型超音波診断装置を載置して前後に摺動させうる平坦部
と、前記ノート型超音波診断装置を後方に摺動させたときに当接する後方凸部とがあり、
前記ノート型超音波診断装置の後端を前記後方凸部に当接させていない状態では前記第１
係止部材は前記非係止位置になり、前記ノート型超音波診断装置の後端を前記後方凸部に
当接させている状態では前記第１係止部材は前記係止位置になることを特徴とするノート
型超音波診断装置のドッキング機構。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のノート型超音波診断装置のドッキング機構において、前
記第１係止部材は、前記非係止位置では前記ドッキングステーション上面より下に潜り込
んでおり、前記係止位置では前記ドッキングステーション上面から飛び出し、前記第２係
止部材は、前記ハンドルの動きに連動して前記ドッキングステーション上面に沿って移動
して前記第１係止部材に係止するか又は該係止を解除することを特徴とするノート型超音
波診断装置のドッキング機構。
【請求項４】
請求項３に記載のノート型超音波診断装置のドッキング機構において、前記ドッキングス
テーション上面から飛び出した前記第２係止部材が入り込む開口を、前記ノート型超音波
診断装置の底面に設けたことを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構。
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれかに記載のノート型超音波診断装置のドッキング機構にお
いて、前記第１係止部材および前記第２係止部材の一方はリング状部材であり、他方はフ
ック状部材であることを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構。
【請求項６】
請求項１から請求項６のいずれかに記載のノート型超音波診断装置のドッキング機構にお
いて、前記ドッキングステーションは、カートの最上部に設けられていることを特徴とす
るノート型超音波診断装置のドッキング機構。
【請求項７】
請求項６に記載のノート型超音波診断装置のドッキング機構において、前記カートには、
前記ノート型超音波診断装置のプローブコネクタに結合する中継コネクタと、プローブコ
ネクタとが搭載されており、前記ノート型超音波診断装置のプローブコネクタに前記中継
コネクタを結合すると前記カートのプローブコネクタに結合されたプローブを使用可能に
なることを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構。
【請求項８】
請求項６または請求項７に記載のノート型超音波診断装置のドッキング機構において、前
記ドッキングステーションおよび前記ノート型超音波診断装置はそれぞれデータコネクタ
を有し、それらデータコネクタを結合することにより前記ドッキングステーションと前記
ノート型超音波診断装置の間でデータ伝送が可能になることを特徴とするノート型超音波
診断装置のドッキング機構。
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【請求項９】
請求項８に記載のノート型超音波診断装置のドッキング機構において、前記カートには、
ビデオレコーダまたはプリンタの少なくとも一方が搭載されており、前記データコネクタ
を結合することにより前記ノート型超音波診断装置から前記ビデオレコーダまたはプリン
タを使用可能になることを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノート型超音波診断装置のドッキング機構に関し、さらに詳しくは、ノート
型超音波診断装置を簡単な操作でドッキングステーションに着脱することが出来るノート
型超音波診断装置のドッキング機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ノート型超音波診断装置が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００６－０２６２５６号公報（図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ノート型超音波診断装置は、可搬性に優れているが、小型であるため、基本的な機能し
か有していない。そこで、機能を拡張するために、ノート型超音波診断装置をドッキング
ステーションに装着することが考えられる。
　しかし、ノート型超音波診断装置をドッキングステーションに簡単な操作で着脱するた
めの機構は従来知られていない。
　そこで、本発明の目的は、ノート型超音波診断装置を簡単な操作でドッキングステーシ
ョンに着脱することが出来るノート型超音波診断装置のドッキング機構を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１の観点では、本発明は、ドッキングステーションに内蔵された係止部材であって且
つドッキングステーション上面の所定位置にノート型超音波診断装置を置くとそれに連動
して非係止位置から係止位置へ動く第１係止部材と、前記ノート型超音波診断装置に内蔵
された係止部材であって且つ前記ドッキングステーション上面の前記所定位置に前記ノー
ト型超音波診断装置を置いた状態で前記ノート型超音波診断装置のハンドルを立てた状態
から倒した状態に動かすと該ハンドルの動きに連動して前記第１係止部材に係止すると共
に前記ハンドルを倒した状態から立てた状態に動かすと該ハンドルの動きに連動して前記
第１係止部材との係止を解除する第２係止部材とを具備したことを特徴とするノート型超
音波診断装置のドッキング機構を提供する。
　上記第１の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、ドッキングステ
ーション上面の所定位置にノート型超音波診断装置を置き、ノート型超音波診断装置のハ
ンドルを立てた状態から倒した状態に動かすと、ドッキングステーションに内蔵された第
１係止部材にノート型超音波診断装置に内蔵された第２係止部材が係止される。逆に、ノ
ート型超音波診断装置のハンドルを倒した状態から立てた状態から立てた状態に動かすと
、係止が解除される。すなわち、ノート型超音波診断装置を簡単な操作でドッキングステ
ーションに着脱することが出来る。
【０００５】
　第２の観点では、本発明は、前記第１の観点によるノート型超音波診断装置のドッキン
グ機構において、前記ドッキングステーション上面には、前記ノート型超音波診断装置を
載置して前後に摺動させうる平坦部と、前記ノート型超音波診断装置を後方に摺動させた
ときに当接する後方凸部とがあり、前記ノート型超音波診断装置の後端を前記後方凸部に
当接させていない状態では前記第１係止部材は前記非係止位置になり、前記ノート型超音
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波診断装置の後端を前記後方凸部に当接させている状態では前記第１係止部材は前記係止
位置になることを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構を提供する。
　上記第２の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、ドッキングステ
ーション上面の平坦部にノート型超音波診断装置を置き、後方に摺動させて、ノート型超
音波診断装置の後端を後方凸部に当接させると、第１係止部材が係止位置になる。また、
ノート型超音波診断装置の後端を後方凸部に当接させた状態から、前方に摺動させて、ノ
ート型超音波診断装置の後端が後方凸部に当接しない状態にすると、第１係止部材が非係
止位置になる。
【０００６】
　第３の観点では、本発明は、前記第１または前記第２の観点によるノート型超音波診断
装置のドッキング機構において、前記第１係止部材は、前記非係止位置では前記ドッキン
グステーション上面より下に潜り込んでおり、前記係止位置では前記ドッキングステーシ
ョン上面から飛び出し、前記第２係止部材は、前記ハンドルの動きに連動して前記ドッキ
ングステーション上面に沿って移動して前記第１係止部材に係止するか又は該係止を解除
することを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構を提供する。
　上記第３の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、ドッキングステ
ーション上面にノート型超音波診断装置を置いていないときは、第１係止部材がドッキン
グステーション上面より下に潜り込んでいるので、何かが引っ掛かることがない。また、
ドッキングステーション上面の所定位置にノート型超音波診断装置を置くと、第１係止部
材がドッキングステーション上面より突出するので、ハンドルに連動して第２係止部材を
動かせば、第１係止部材に第２係止部材を係止することが出来る。
【０００７】
　第４の観点では、本発明は、前記第３の観点によるノート型超音波診断装置のドッキン
グ機構において、前記ドッキングステーション上面から飛び出した前記第２係止部材が入
り込む開口を、前記ノート型超音波診断装置の底面に設けたことを特徴とするノート型超
音波診断装置のドッキング機構を提供する。
　上記第４の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、ドッキングステ
ーション上面より突出した第１係止部材が、底面開口からノート型超音波診断装置の内部
に入り込むので、ノート型超音波診断装置の内部で第１係止部材に第２係止部材を係止す
ることが出来る。
【０００８】
　第５の観点では、本発明は、前記第１から前記第４のいずれかの観点によるノート型超
音波診断装置のドッキング機構において、前記第１係止部材および前記第２係止部材の一
方はリング状部材であり、他方はフック状部材であることを特徴とするノート型超音波診
断装置のドッキング機構を提供する。
　上記第５の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、第１係止部材と
第２係止部材がリング状部材とフック状部材なので、引っ掛けるように第１係止部材と第
２係止部材とを係止することが出来る。
【０００９】
　第６の観点では、本発明は、前記第１から前記第６のいずれかの観点によるノート型超
音波診断装置のドッキング機構において、前記ドッキングステーションは、カートの最上
部に設けられていることを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構を提供す
る。
　上記第６の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、例えば病院に置
かれたカートにノート型超音波診断装置を乗せて、病院内を移動させることが出来る。
【００１０】
　第７の観点では、本発明は、前記第６の観点によるノート型超音波診断装置のドッキン
グ機構において、前記カートには、前記ノート型超音波診断装置のプローブコネクタに結
合する中継コネクタと、プローブコネクタとが搭載されており、前記ノート型超音波診断
装置のプローブコネクタに前記中継コネクタを結合すると前記カートのプローブコネクタ
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に結合されたプローブを使用可能になることを特徴とするノート型超音波診断装置のドッ
キング機構を提供する。
　上記第７の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、カートに結合さ
れたプローブをノート型超音波診断装置で使用することが出来る。
【００１１】
　第８の観点では、本発明は、前記第６または第７の観点によるノート型超音波診断装置
のドッキング機構において、前記ドッキングステーションおよび前記ノート型超音波診断
装置はそれぞれデータコネクタを有し、それらデータコネクタを結合することにより前記
ドッキングステーションと前記ノート型超音波診断装置の間でデータ伝送が可能になるこ
とを特徴とするノート型超音波診断装置のドッキング機構を提供する。
　上記第８の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、カートに搭載さ
れた機器をノート型超音波診断装置で使用することが出来る。
【００１２】
　第９の観点では、本発明は、前記第８の観点によるノート型超音波診断装置のドッキン
グ機構において、前記カートには、ビデオレコーダまたはプリンタの少なくとも一方が搭
載されており、前記データコネクタを結合することにより前記ノート型超音波診断装置か
ら前記ビデオレコーダまたはプリンタを使用可能になることを特徴とするノート型超音波
診断装置のドッキング機構を提供する。
　上記第９の観点によるノート型超音波診断装置のドッキング機構では、カートに搭載さ
れたビデオレコーダやプリンタをノート型超音波診断装置で使用することが出来る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のノート型超音波診断装置のドッキング機構によれば、ノート型超音波診断装置
のハンドルを動かすという簡単な操作でノート型超音波診断装置をドッキングステーショ
ンに着脱でき、操作者の負担を軽減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図に示す実施の形態により本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本
発明が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１５】
　図１は、実施例１にかかるノート型超音波診断装置のドッキング機構を示す模式的断面
図である。
　ドッキングステーション２００は、第１係止部材１を備えている。
　ノート型超音波診断装置１００は、フック状の第２係止部材２を備えている。
【００１６】
　ノート型超音波診断装置１００は、ハンドル１０１を立てた状態で、ドッキングステー
ション上面２０１の平坦部２０１ａに置かれている。しかし、ノート型超音波診断装置１
００の後端がドッキングステーション上面２０１の後方凸部２０１ｂに当接していない位
置なので、第１係止部材１はドッキングステーション上面２０１より下の位置に潜ってお
り、第１係止部材１に第２係止部材２は係止していない。
【００１７】
　第１係止部材１は、側方より見ると「く」形をしている。第１係止部材１の中央部分は
、第１支持軸３で軸止されている。第１支持軸３は、ドッキングステーション２００に支
持されている。第１係止部材１の中央より上部はリング状になっている。第１係止部材１
の中央より下部はレバー状になっており、その下端は第１関節４ａに軸止されている。
【００１８】
　第１関節４ａはリンク４ｂの一端にあり、リンク４ｂの他端には第２関節４ｃがある。
第２関節４ｃは、ばね５で引っ張られている。
【００１９】
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　第２関節４ｃには、レバー６の下端が軸止されている。
　レバー６の中央部分は、第２支持軸７で軸止されている。第２支持軸７は、ドッキング
ステーション２００に支持されている。レバー６の上端は、後方凸部２０１ｂの開口２０
８に出ている。
　このレバー６の上端は、後述するように、ノート型超音波診断装置１００の後端に設け
られた後端突起部１０２で押される。
【００２０】
　ハンドル１０１の下端部は、ハンドル支持軸８で軸止されている。ハンドル支持軸８は
、ノート型超音波診断装置１００に支持されている。
　第２係止部材２は、ハンドル１０１の下端部でハンドル１０１と一体になっている。
【００２１】
　第１係止部材１の真上になるドッキングステーション上面２０１の部分には、上面開口
２０３が開口している。
　第２係止部材２の真下になるノート型超音波診断装置１００の底面の部分には、底面開
口１０３が開口している。
【００２２】
　図２は、図１の状態にかかる要部平面図である。
　後方凸部２０１ｂの中央には、データコネクタ２０４がある。
　ノート型超音波診断装置１００の後端にも、データコネクタ２０４に対応するデータコ
ネクタ１０４がある。
【００２３】
　図３は、実施例１にかかるドッキングステーション２００の要部平面図である。
【００２４】
　次に、図４に示すように、ドッキングステーション上面２０１の平坦部２０１ａでノー
ト型超音波診断装置１００を後方に摺動させて、ノート型超音波診断装置１００の後端を
後方凸部２０１ｂに当接させる。すると、後端突起部１０２がレバー６の上端を押し込み
、リンク４ｂを介して、第１係止部材１が非係止位置から係止位置へと動かされる。すな
わち、第１係止部材１は、上面開口２０３および底面開口１０３を通って、ノート型超音
波診断装置１００の内部に入り込む。
　また、図５に示すように、ノート型超音波診断装置１００の後端を後方凸部２０１ｂに
当接させると、データコネクタ２０４とデータコネクタ１０４が結合される。
【００２５】
　次に、図６に示すように、ノート型超音波診断装置１００の後端を後方凸部２０１ｂに
当接させた状態でハンドル１０１を倒す。すると、ハンドル１０１に連動して第２係止部
材２がドッキングステーション上面２０１の平坦部２０１ａに沿って動き、第１係止部材
１に係止する。すなわち、ノート型超音波診断装置１００がドッキングステーション２０
０にロックされた状態になる。
　図７は、このロック状態の平面図である。
【００２６】
　ロック状態を解除する場合は、ハンドル１０１を立てて、ノート型超音波診断装置１０
０を前方に摺動させればよい。
【００２７】
　図８に示すように、ドッキングステーション２００は、カート３００の最上部に設けら
れる。
　ノート型超音波診断装置１００をドッキングステーション２００にロックした状態にし
ておいて、ノート型超音波診断装置１００のプローブコネクタ１０５に、カート３００か
ら出ている中継コネクタ３１５を結合する。そして、カート３００のプローブコネクタ３
０５の一つにプローブ側コネクタ（プローブのコネクタ）４０１を結合すれば、カート３
００に結合したプローブをノート型超音波診断装置１００で使用することが出来る。
【００２８】
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　また、ノート型超音波診断装置１００は、データコネクタ１０４，２０４を介して、カ
ート３００に搭載されたビデオレコーダ３０６やプリンタ３０７を使用することが出来る
。
【００２９】
　実施例１のノート型超音波診断装置のドッキング機構１０によれば、ノート型超音波診
断装置１００のハンドル１０１を動かすという簡単な操作で、ノート型超音波診断装置１
００をドッキングステーション２００に着脱でき、操作者の負担を軽減できる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明のノート型超音波診断装置のドッキング機構は、ノート型超音波診断装置を可搬
／据置両用にする場合に利用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施例１にかかるノート型超音波診断装置のドッキング機構を示す模式的断面図
である（第１係止部材が非係止位置）。
【図２】図１の状態を示す要部平面図である。
【図３】実施例１にかかるドッキングステーションの上面を示す要部平面図である。
【図４】実施例１にかかるノート型超音波診断装置のドッキング機構を示す模式的断面図
である（第１係止部材が係止位置）。
【図５】図４の状態を示す要部平面図である。
【図６】実施例１にかかるノート型超音波診断装置のドッキング機構を示す模式的断面図
である（第１係止部材と第２係止部材が係止状態）。
【図７】図６の状態を示す要部平面図である。
【図８】実施例１にかかるノート型超音波診断装置およびカートを示す要部斜視図である
。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　　　　第１係止部材
　２　　　　　第２係止部材
　１０　　　　ノート型超音波診断装置のドッキング機構
　１００　　　ノート型超音波診断装置
　２００　　　ドッキングステーション
　３００　　　カート
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